
   第７号議案 令和５年度（２０２３年度）町田市一般会計予算の修正案 

 

 令和５年度（２０２３年度）町田市一般会計予算の一部を次のように修正する。 

 第１条第１項中「１６８，４２６，４８１千円」を「１６７，７６７，５１６千円」

に改める。 

 第１表歳入歳出予算、第２表債務負担行為及び第３表地方債の表の一部を次のよう

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算 

歳  入                              単位：千円 

款 項 原 案 額 
修 正 額 

修正後金額 
増 減 

 
19.繰入金 

 5,664,594 ― 164,965 5,499,629 

2.基金繰入金 5,589,529 ― 164,965 5,424,564 

 
22.市債 

 7,174,000 ― 494,000 6,680,000 

1.市債 7,174,000 ― 494,000 6,680,000 

歳 入 合 計 168,426,481  ―  658,965 167,767,516 

 

歳  出                             単位：千円 

款 項 原 案 額 
修 正 額 

修正後金額 
増 減 

 
10.教育費 

 15,223,936 ― 658,965 14,564,971 

2.社会教育費 3,165,125 ― 658,965 2,506,160 

歳 出 合 計 168,426,481 ― 658,965 167,767,516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２表 債務負担行為                       単位：千円 

事   項 期 間 限 度 額 修正内容 

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パーク

ミュージアム・（仮称）国際工

芸美術館整備事業 

令和 5 年度から 

令和 7 年度まで 2,753,568  削除 

 

第３表 地方債                          単位：千円 

起 債 の 目 的  原 案 額 
修 正 金 額 修正後金額 

（修正内容） 増 減 

（仮称）国際工芸美術館整

備事業 
494,000 ― 494,000 削除 

計 7,174,000 ― 494,000 6,680,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



予算修正の説明 

 

１． 第１条第１項中、歳入歳出予算の額１６８，４２６，４８１千円から歳入歳出

それぞれ６５８，９６５千円を減額し、１６７，７６７，５１６千円とする。 

 

２． 第１表歳入歳出予算の歳入、款１９．繰入金、項２．基金繰入金５，５８９,５

２９千円のうち、目１．基金繰入金の財政調整基金繰入金《財政課》３，４６

７，７３５千円から１６４，９６５千円を減額し、５,４２４，５６４千円とす

る。 

 

３． 第１表歳入歳出予算の歳入、款２２．市債、項１．市債７，１７４，０００千円

のうち、目７．教育債の（仮称）国際工芸美術館整備事業《文化振興課》４９

４，０００千円を削除し、６,６８０,０００千円とする。 

 

４． 第１表歳入歳出予算の歳出、款１０．教育費、項２．社会教育費３，１６５，１

２５千円のうち、目２．文化振興費の（仮称）国際工芸美術館整備費から整備

工事費６５８,９６５千円を削除し、２，５０６，１６０千円とする。 

 

５． 第２表債務負担行為の事項から芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム・

（仮称）国際工芸美術館整備事業を削除する。 

 

６． 第３表地方債の限度額７，１７４，０００千円のうち、（仮称）国際工芸美術館

整備事業の限度額４９４，０００千円を削除し、６ ,６８０ ,０００      

千円とする。 


